
○

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
事
業
の
種
類
）

（
事
業
の
種
類
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業
の

３

第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業
の

全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

九
の
二

振
替
業
（
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七

（
新
設
）

十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
口
座
管
理
機
関
と
し
て
行
う
振
替
業

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

４
～
12

（
略
）

４
～
12

（
略
）

（
事
業
の
種
類
）

（
事
業
の
種
類
）

第
八
十
七
条

（
略
）

第
八
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
連
合
会
は
、
所
属
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業

４

第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
連
合
会
は
、
所
属
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

九
の
二

振
替
業

（
新
設
）

－４２３－



十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

５
～
14

（
略
）

５
～
14

（
略
）

（
事
業
の
種
類
）

（
事
業
の
種
類
）

第
九
十
三
条

（
略
）

第
九
十
三
条

（
略
）

２

前
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業
の
全

２

前
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

九
の
二

振
替
業

（
新
設
）

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

３
～
11

（
略
）

３
～
11

（
略
）

（
事
業
の
種
類
）

（
事
業
の
種
類
）

第
九
十
七
条

（
略
）

第
九
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
連
合
会
は
、
所
属
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業

３

第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
連
合
会
は
、
所
属
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

九
の
二

振
替
業

（
新
設
）

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

４
～
12

（
略
）

４
～
12

（
略
）

－４２４－


